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1――“三次分配”の台頭 

 

中国では、金融、教育、文化・芸能などの事業分野において、厳しい規制の導入が進んでいる。当初は、

急成長をするオンライン金融事業者向けに進められていたが、人口減少や出生率の低迷がクローズアップさ

れると教育費の抑制に向けた塾の非営利化、習近平思想の必修化など教育分野での規制も進んだ。その一

方で、アイドルの若年化やそれを熱狂的に応援するオンライン上の‘推し活’の規制など文化・芸能を含め、

社会に対する規制が広範囲に繰り広げられている。教育や文化・芸能面での規制が目立つようになると、毛

沢東時代の文化大革命（文革）のような政治運動の再来ではないかという観測も出始めた。 

 

このような状況の中、８月１７日に開かれた中央財経委員会第 10 回会議では、格差を是正し、国民全体が

ともに豊かになる「共同富裕」が再度強調された。共同富裕を実現する方法として、市場を通じて個人や集団

に分配される「一次分配」、一旦分配された資源を政府が必要度に応じて税制や社会保障を通じて再び分配

しなおす「再分配」に加えて、企業や個人の慈善活動や寄付などによる“三次分配”1といった分配機能を適

切に組み合わせることで格差を是正していく点が示された。 

 

今回、特に注目されたのが、最後の“三次分配”だ。先に豊かになった人が、取り残された人を支え、共に

豊かになることを提唱している。近年、急成長をとげた企業や高所得の個人に対して、その資産や富を提供

し、社会に還元するよう求めたのだ。そもそもこの三次分配は、1994 年に北京大学の経済学者である厲以寧

教授が著書『株式制と現代市場経済』において提唱したもののようだ2。「自身が望んで、または習慣や道徳

的な観念から所得の一部または大部分を寄付すること」を指すとしており、経済や市場による一次分配、政府

 
1 「理論視野｜三次分配的作用和辺界」、中共中央紀律検査委員会・中華人民共和国国家監察委員会ウェブサイト、2021 年 9 月 2 日、 

https://www.ccdi.gov.cn/yaowen/202109/t20210902_249331.html、 2021 年 9 月 9 日アクセス 
2 「中央提“三次分配”、怎么看？怎么干？」、中国経済ネット、2021 年８月 24 日、 

http://theory.people.com.cn/n1/2021/0824/c40531-32205954.html、 2021 年９月 9 日アクセス 
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による再分配（二次分配）と同様に、富の再分配の方法の１つとして位置付けたのである。習近平政権以降、

散見されるようになり、2019年以降は重要会議においても取り上げられている。 

 

この三次分配の提唱に素早く反応したのが電子商取引（EC）、SNS、オンラインゲームといった、社会のデ

ジタル化によって富を得た新たな富裕層である。会議の翌日の 18 日には、SNS やオンラインゲームの IT 大

手のテンセントが「共同富裕特別計画」として、低所得層の支援、医療救済、農村振興などに 500 億元（約

8500 億円）を拠出すると発表した。また、９月２日には、EC 大手のアリババグループが「共同富裕を推進する

10 の行動」として、デジタル化の遅れた地域の支援、社会的弱者の雇用支援、配達員などギグワーカー向け

の保障事業など 2025 年までに 1,000 億元（約 1 兆 7000 億円）を拠出すると発表した。その他多くの企業や

個人が追随している。 

 

2――2020年、中国内の寄付額ランキングで、首位はジャック・マーの 32.3億元（550億円） 

 

中国では近年、個人や企業による寄付・慈善活動、CSR、SDGｓへの貢献に向けた取り組みなどが活発に行

われている。Forbes China では、中国内における企業家の「慈善榜」（寄付額ランキング/2021 CHINA 

PHILANTHROPY LIST）を発表しており、2020年は 32.3億元（約 550億円）でアリババグループの馬雲（ジャ

ック・マー）が首位であった（図表１）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位 100名の合計額は 245億元（約 4,165億円）で、2019年の 179億元から大幅に増加しており、背景に

は新型コロナウイルスに関連した寄付の増加がある。３位のテンセント・ホールディングスの馬化騰、５位の

TikTok を運営するバイト・ダンスの創業者である張一鳴などからも分かるように、IT によって成長の果実であ

る富（とみ）を得たプラットフォーマーが上位を占めている。いずれも本業では当局から何らかの規制を受けて

いる人たちだ。 

図表１ 中国における企業家の寄付額上位 10 名（2020 年） 

（出所）図表１、２とも「2021 福布斯中国慈善榜」より作成 

図表２ 寄付先事業の構成（2020 年） 

寄付者氏名 所属 本業・事業
寄付額

（億元）
主な寄付先・寄付事業

1 馬雲 アリババグループ
EC・

オンライン決済
32.3 新型コロナ関連、医療、環境、民生

2 許家印 恒大集団 不動産開発 30.4
貴州省貧困援助基金会、新型コロナ関連技

術開発、教育、民生、環境保護

3 馬化騰 テンセントHD
SNS

オンラインゲーム
26.0

医療、教育、社会公益、文化保護、新型コロ

ナ対策基金の設立、

4
楊国強

（及び家族）
碧桂園集団 不動産開発 23.9 広東貧困援助・救済デー

5 張一鳴 バイト・ダンス 動画共有 12.2
中国赤十字基金会「バイトダンス医療救助基

金」

6
何享健

（及び家族）

美的HD/

美的集団
家電・電器 6.8 “和衷共済”小規模企業緊急支援プラン

7 郁亮 万科集団 不動産開発 5.8 広東貧困援助・救済デー

8 孫宏斌 融創中国 不動産開発 5.5
新型コロナ対策向け寄付、昆明理工大学融

創学科建設基金、重慶市中益郷貧困援助

9 朱孟依 珠江投資 不動産開発 3.7 広東貧困援助・救済デー

10 許世輝 達利食品 食品 3.6 福建省恵安県慈善総会



 

 

3｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2021-09-15 ｜Copyright ©2021 NLI Research Institute All rights reserved 

 集められた寄付がどのような事業分野に活用されているかについて見てみると、新型コロナの影響からも医

療分野が 32.8％と最も多くを占めた（図表２）。2019年は 6.4％であったことを考えると、大幅に増加している。

また、教育（22.5％）、貧困支援（22.5％）事業への寄付を加えると、全体のほぼ８割を３事業で占めている。 

 

一方、企業の活動としては、例えばアリババグループの例が挙げられよう。アリババは「公益事業にビジネス

の手法を取り入れる」とし、対象や目的に応じたプロジェクトや基金などを多く立ち上げている。同グループの

CSR 報告書（2020－2021）3によると、新型コロナ対策（医療物資供給基金（10 億元）、現金・資金投入（33.6

億元）など）、低炭素社会の実現、環境保護、農村貧困脱却基金（2017年から５年間で 100億元）、身体的弱

者向けの雇用・生活支援、農村部の医療、教育面での資金・物質・現物提供など広範囲にわたっている。ま

た、農村振興として、農村の産品のブランド化を進めており、2017年以降 2020年までに 832の貧困県がアリ

ババの EC サイト上で 2700 億元を売り上げている。資金のみならず、農村にビジネスの機会を提供し、自立

することで貧困脱却を目指している。 

 

3――企業・個人による三次分配は「点」、政府は「面」で格差を是正する再分配機能を見直すべき  

 

上掲のように、企業や個人による寄付や慈善事業（三次分配）は、対象者や事業、地域を限定し、ピンポイ

ント（「点」）での支援が可能だ。政府の手の届かない対象や分野に、よりきめ細やかなフォローができよう。 

しかし、真の意味で共に豊かになることを目指すのであれば、まず政府が取り組むべきは、再分配機能（「面」）

の強化であろう。 

ここでの政府の役割は、市場を通じて個人や集団に分配された資源の一部を税金や社会保険料などの形

で徴収し、さらに、政府はこれらを一旦プールした上で一定の規準や必要度に基づいてさまざまな個人や集

団に再分配することだ4。相対的な所得格差を示すジニ係数（可処分所得ベース）5をみると、中国は 2008 年

（0.491）をピークに低下傾向にあったが、2015 年（0.462）には上昇に転じている（図表３）。2019 年時点で

0.465 と相対的な所得格差は大きく、中国国家統計局が「格差が過度に大きい」（0.4～0.5）とする状態にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 『2020-2021 阿里巴巴集団社会責任報告』 
4 武川正吾（2011）『福祉社会－包摂の社会政策』有斐閣アルマ pp105-126 
5 ジニ係数は、0 から 1 の値で示され、1 に近いほど所得分布が不平等で、格差が拡大していることを意味する。中国国家統計局は、ジニ係数について、0.2

未満の場合は住民の収入が過度に平均化した状態、0.2～0.3 は比較的平均化された状態、0.3～0.4 は比較的合理的な状態、0.4～0.5 は格差が過

度に大きく、0.5 を超える場合は著しく大きい状態としている（出典：国家統計局「王萍萍：関于我国居民収入基尼係数測算的幾個問題」、

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/grdd/201302/t20130201_59099.html、 2013 年２月１日）2021 年 9 月 13 日アクセス 

図表３ ジニ係数（中国） 

（出所）中国国家統計局公表データより作成 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/grdd/201302/t20130201_59099.html、
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よって以下では、国民所得において、賃金などを含む第一次所得と可処分所得から、再分配の状況を確

認してみたい。 

まず、先行研究として、唐（2011）6は、国民所得に占める家計部門と政府部門の割合を第一次所得と可処

分所得に基づいて分析している（1992～2008年）。その結果、2000～2008年までについては、家計から政府

に支払う税金や社会保険料の方が大きく、経常移転や社会保険、福祉サービスなどの再分配機能は相対的

に低下している点を指摘している。 

澤田（2013）7は、唐（2011）の政府部門、家計部門に企業部門を加えて分析をしており（2000～2009 年）、

その結果、企業部門での可処分所得の低下は家計部門以上に大きく、唐（2011）と同様に政府による再分配

機能が相対的に低下している点を析出している。澤田は、2003 年以降の胡錦涛政権は民生を重視し、社会

保障制度の拡充に大きく貢献したことを評価しながらも、そのイメージとは裏腹に、制度拡充を急ぐがゆえに

結果として一次分配の不平等を制度に反映させてしまっており、習近平政権の課題は胡錦涛政権が整備し

た保障枠組みの実質化と制度内格差の是正であると指摘している。 

 また、李実（2016）8は、北京師範大学収入分配研究院による 2013 年の世帯調査データ（CHIP2013）を活用

し、中国における社会保障制度の再分配効果について分析をしている。李は中国においては、ジニ係数に

対する税や社会保障を通じた所得の再分配による効果が欧米諸国と比較しても限定的である点を指摘した。 

 

そこで筆者は、習近平政権以降の状況について確認するため、上掲の唐（2011）、澤田（2013）の方法を踏

襲しつつ、再分配機能の中でも、年金、労災など現金による社会保障給付や社会扶助給付を反映した「可処

分所得」の構成（現物社会移転を除く場合）と、財・サービスなどの現物による社会移転を反映した「調整可処

分所得」の構成に分けて分析してみた。 

図表４は前者の第一次分配の国民所得に対する比率と、再分配を経た可処分所得（現物社会移転を除く）

の構成の推移を示したものである。それによると、習近政権以降 2018 年まで、政府部門の可処分所得が 1.0

を上回っているのに対して、家計部門、企業部門は引き続き 1.0 を下回っていることが分かる。更に、習政権

以降、政府部門の可処分所得は、一貫して増加する一方、企業部門は減少し続けており、企業、家計からの

税や社会保険料などの負担は大きくなる一方、年金などの現金給付を中心とした再分配機能は相対的に低

下していることになる。 

一方、第一次分配の国民所得に対する比率と、政府部門から家計部門へ財・サービスなどの現物による社

会移転を反映した「調整可処分所得」の構成の推移を確認してみる（図表５）。それによると、習近平政権以

降、政府部門から家計部門への財・サービスによる移転が進み、家計の負担は相対的に軽減されている点

が見られる。医療における現物給付部分の拡充、教育費などの移転において、一定の効果が見られ始めた

点は胡錦涛政権時とは異なる点であろう。 

 

 
6 唐成（2011）「中国経済における内需拡大の課題－消費率の低下要因分析を焦点にー」『桃山学院大学総合研究所紀要』36（３）pp111-125 
7 澤田ゆかり（2013）「第６章 社会保障制度の新たな課題―国民皆保険体制に内在する格差への対応」機動研究成果報告『中国 習近平政権の課

題と展望―調和の次にくるもの』アジア経済研究所 
8 LiShi（2016）Redistributive effects of social security system in China,EU-CHINA Social Protection Reform Project 

http://www.sprp-cn.eu/HLE2016/Reports/LiShiEn.pdf, 2021 年 9 月 14 日アクセス 

http://www.sprp-cn.eu/HLE2016/Reports/LiShiEn.pdf
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上掲のように、時間や労力がかかったとしても、政府は税や社会保障における再分配機能を丁寧に見直し、

受給格差や制度間格差、サービスの受給の改善に取り組んでいく必要があろう。加えて、国民の反発を招くリ

スクはあるものの、格差是正に効果のある資産（ストック）に対する固定資産税、相続税など財産税の導入検

討も必要となってくるであろう。すでに負担の大きい企業に対して三次分配の必要性を説く前に、再分配機

能や税制の見直しなどやるべきことがまだあるはずだ。 

 

ただし、米国との貿易摩擦などから、2019 年以降、企業の社会保険料負担の軽減や失業給付の還付、個

図表４ 再分配による国民所得の構成の推移（現物社会移転を除く場合） 

（注）2018 年の第４回全国経済普査後、1992-2017 年の資金フローを改定。それに伴い同期間の統計数値を改定。 

（出所）中国国家統計局ウェブサイト『中国統計年鑑 2020』より作成 

第一次所得

（a)

可処分所得

(b)
(b)/(a)

第一次所得

（a)

可処分所得

(b)
(b)/(a)

第一次所得

（a)

可処分所得

(b)
(b)/(a)

2000 22.3% 20.5% 0.919 12.8% 14.5% 1.133 64.9% 65.0% 1.002

2001 23.5% 21.0% 0.894 13.0% 15.6% 1.200 63.5% 63.4% 0.998

2002 23.6% 21.4% 0.907 14.3% 16.9% 1.182 62.1% 61.7% 0.994

2003 25.5% 23.2% 0.910 13.8% 16.7% 1.210 60.7% 60.1% 0.990

2004 27.4% 24.8% 0.905 14.1% 17.3% 1.227 58.5% 57.9% 0.990

2005 27.8% 24.8% 0.892 14.3% 18.1% 1.266 58.0% 57.0% 0.983

2006 28.0% 24.8% 0.886 14.5% 18.7% 1.290 57.6% 56.5% 0.981

2007 28.1% 24.6% 0.875 14.4% 19.8% 1.375 57.5% 55.7% 0.969

2008 28.9% 25.1% 0.869 14.1% 19.4% 1.376 57.0% 55.5% 0.974

2009 28.0% 24.6% 0.879 14.1% 19.0% 1.348 57.8% 56.4% 0.976

2010 28.0% 24.7% 0.882 14.9% 19.6% 1.315 57.1% 55.7% 0.975

2011 26.5% 22.7% 0.857 15.4% 20.6% 1.338 58.0% 56.7% 0.978

2012 25.4% 21.3% 0.839 15.8% 21.4% 1.354 58.8% 57.4% 0.976

2013 25.2% 20.9% 0.829 15.3% 21.1% 1.379 59.4% 58.0% 0.976

2014 25.2% 21.1% 0.837 15.4% 21.2% 1.377 59.4% 57.8% 0.973

2015 24.6% 20.3% 0.825 14.9% 20.9% 1.403 60.5% 58.8% 0.972

2016 25.1% 20.8% 0.829 14.0% 19.8% 1.414 60.9% 59.4% 0.975

2017 25.7% 21.5% 0.837 13.4% 19.6% 1.463 60.9% 58.9% 0.967

2018 26.0% 21.8% 0.838 12.8% 18.7% 1.461 61.2% 59.4% 0.971

企業部門 政府部門 家計部門

第一次所得

（a)

調整可処分

所得

（c）

(c)/(a)
第一次所得

（a)

調整可処分

所得

（c）

(c)/(a)

2000 12.8% 11.9% 0.930 64.9% 67.6% 1.042

2001 13.0% 12.8% 0.985 63.5% 66.2% 1.043

2002 14.3% 13.8% 0.965 62.1% 64.8% 1.043

2003 13.8% 13.6% 0.986 60.7% 63.2% 1.041

2004 14.1% 14.3% 1.014 58.5% 60.8% 1.039

2005 14.3% 15.1% 1.056 58.0% 60.1% 1.036

2006 14.5% 15.5% 1.069 57.6% 59.7% 1.036

2007 14.4% 16.5% 1.146 57.5% 58.9% 1.024

2008 14.1% 15.8% 1.121 57.0% 59.1% 1.037

2009 14.1% 15.1% 1.071 57.8% 60.4% 1.045

2010 14.9% 15.6% 1.047 57.1% 59.7% 1.046

2011 15.4% 16.2% 1.052 58.0% 61.0% 1.052

2012 15.8% 16.3% 1.032 58.8% 62.4% 1.061

2013 15.3% 16.0% 1.046 59.4% 63.1% 1.062

2014 15.4% 16.0% 1.039 59.4% 62.9% 1.059

2015 14.9% 15.2% 1.020 60.5% 64.6% 1.068

2016 14.0% 13.9% 0.993 60.9% 65.2% 1.071

2017 13.4% 13.9% 1.037 60.9% 64.6% 1.061

2018 12.8% 13.0% 1.016 61.2% 65.2% 1.065

政府部門 家計部門

図表５ 再分配による国民所得の構成の推移（政府から家計への現物社会移転を含む場合） 

（出所）中国国家統計局ウェブサイト『中国統計年鑑 2020』より作成 

胡錦涛政権 習近平政権 

胡錦涛政権 習近平政権 
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人所得税の減税など政府主導で社会保険料や税金の大幅な負担軽減がはかられている点には留意が必要

であろう。加えて、新型コロナの感染拡大に伴って 2020年も同様の軽減策が継続されている。今後は、こうい

った 2019 年、2020 年の企業負担の軽減措置がどのような効果をもたらすのかについても検討していく必要

があろう。 


